
凡例＝問問い合わせ /　申し込み

　
家
族
の
中
に
精
神
障
害
の
当
事
者
を
持
つ
父
母

や
兄
弟
が
集
ま
っ
て
、
毎
月
１
回
「
家
族
を
支
え

る
会
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。「
支
え
る
会
」
は

家
族
や
親
族
だ
け
が
参
加
で
き
る
会
で
、
安
心
し

て
悩
み
を
話
し
合
い
、
多
く
の
参
考
意
見
が
聞
け

る
場
で
す
。
初
め
て
参
加
さ
れ
る
方
も
お
気
軽
に

お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

▼�

日
時

　
６
月
６
日
㈯　
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

龍
ケ
崎
地
方
家
族
会

（
ピ
ア
・
か
た
つ
む
り
）
定
例
会

　
毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
困
っ
て
い
る
こ
と
、
望

ん
で
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　

総
務
大
臣
よ
り
委
嘱
を
受
け
た
行
政
相
談
員

が
、
行
政
に
関
す
る
困
り
ご
と
や
悩
み
ご
と
を
お

聞
き
し
ま
す
。

　
毎
月
１
回
、
相
談
所
を
開
設
し
て
い
ま
す
。
相

談
は
無
料
・
秘
密
厳
守
で
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　
毎
月
第
３
月
曜
日
（
祝
日
の
場
合
は
翌

　
週
の
月
曜
日
）
午
後
１
時
～
４
時
（
受
け
付
け

　
は
午
後
３
時
ま
で
）

▼
場
所　
と
ね
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ
（
利
根
町
健
康

　
増
進
等
複
合
施
設
）

�
問
総
務
課　
庶
務
行
政
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
３
１
６
）

　
総
務
省
行
政
相
談
セ
ン
タ
ー「
き
く
み
み
茨
城
」

　

�（
水
戸
市
北
見
町
1
‐
11
水
戸
地
方
合
同
庁
舎
2

階
）

　
☎
０
５
７
０
‐
０
９
０
１
１
０

　
（
全
国
共
通
番
号
）

　
FAX
０
２
９
‐
２
２
１
‐
３
３
４
９

行
政
相
談
の
お
知
ら
せ

あ
な
た
の
「
困
っ
た
な
」
教
え
て
く
だ
さ
い

募
　
集

　
利
根
町
教
育
委
員
会
で
は
、
英
語
力
お
よ
び
学

習
意
欲
の
向
上
を
目
的
と
し
て
、
英
語
検
定
料
補

助
事
業
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

▼
補
助
額　
受
検
し
た
検
定
料
の
半
額
（
就
学
援

助
対
象
者
は
全
額
）

▼
対
象
者　
利
根
町
に
居
住
す
る
小
・
中
学
生

▼
対
象
期
間　
令
和
８
年
度
内
の
試
験

▼
持
参
物　

①
申
請
書

②�

受
験
料
ま
た
は
受
検
会
場
お
よ
び
受
検
級
が
分   

か
る
書
類

③�

振
込
先
が
分
か
る
も
の
（
通
帳
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
な
ど
）

▼
申
請
締
切　
令
和
９
年
３
月
３１
日
㈬

▼
申
請
先　
利
根
町
教
育
委
員
会
指
導
課
ま
た
は

い
ば
ら
き
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム

　
詳
細
は
利
根
町
教
育
委
員
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
い
た
だ
く
か
、
ま
た
は
指
導
課
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
指
導
課　
庶
務
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
４
１
２
）

令
和
８
年
度
英
語
検
定
料
補
助
事
業

の
ご
案
内

介
護
者
の
つ
ど
い

　
「
介
護
者
の
つ
ど
い
」
は
、
介
護
者
同
士
が
集

ま
り
、
毎
月
第
２
水
曜
日
に
開
催
し
て
い
ま
す
。

座
談
会
や
食
事
会
な
ど
を
と
お
し
て
情
報
交
換
を

行
い
、
お
互
い
の
交
流
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、利
根
町
社
会
福
祉
協
議
会
と
の
共
催
で
、

新
年
会
な
ど
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
企
画
も
開
催
し
て

い
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　
６
月
10
日
㈬

　
　
　
　
午
後
１
時
３０
分
～
３
時

▼
場
所　
利
根
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
内
容　

�

懇
談
会

▼
参
加
費　
無
料
（
申
し
込
み
不
要
）

※
イ
ベ
ン
ト
時
は
実
費
負
担
あ
り

�

問
利
根
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
３
５
）

▼
日
時
　

６
月
１
日
㈪　
午
前
９
時
～
午
後
１
時

▼�
相
談
内
容
　
借
金
問
題
、
離
婚
、
相
続
・
贈
与

の
問
題
、
土
地
（
借
地
）・
建
物
の
ト
ラ
ブ
ル
、

境
界
争
い
、
夫
婦・親
子
な
ど
家
庭
内
の
問
題
、

近
隣
と
の
ト
ラ
ブ
ル
、セ
ク
ハ
ラ
、Ｄ
Ｖ
問
題
、

交
通
事
故
な
ど

▼
相
談
受
付
件
数　
12
件
ま
で（
１
人
20
分
程
度
）

　�

相
談
日
前
日
ま
で
の
電
話
予
約
と
し
ま
す
。
た

だ
し
、
当
日
空
き
が
あ
る
場
合
は
、
当
日
で
も

受
け
付
け
し
ま
す
。

問
福
祉
課　
社
会
福
祉
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
２
２
）

無
料
法
律
相
談
会

▼�

場
所

　
龍
ケ
崎
市
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー　
大
会
議
室

　
（
龍
ケ
崎
市
馴
馬
町
２
４
４
５
）

▼�

対
象
地
区　
利
根
町
・
龍
ケ
崎
市
・
稲
敷
市
・

河
内
町
・
つ
く
ば
市
・
そ
の
ほ
か

▼�

主
催　
龍
ケ
崎
地
方
家
族
会（
ピ
ア・か
た
つ
む
り
）

問
龍
ケ
崎
地
方
家
族
会
会
長

　
竹
之
内　
☎
０
９
０
‐
１
６
１
４
‐
２
３
７
１

介
護
支
援
専
門
員

（
会
計
年
度
任
用
職
員
）
の
募
集

　
町
で
は
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
介
護
支

援
専
門
員
（
会
計
年
度
任
用
職
員
）
と
し
て
勤
務

し
て
い
た
だ
け
る
方
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

▼
募
集
人
員　
介
護
支
援
専
門
員
（
会
計
年
度
任

　
用
職
員
）
1
名

▼
開
設
日
時　

　
５
月
10
日
㈰
・
２４
日
㈰
・
6
月
7
日
㈰
・
２8
日
㈰

　
午
前
８
時
30
分
～
正
午

※�

必
ず
本
人
が
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※�

交
付
申
請
は
受
け
付
け
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
記
載
内
容
変
更
・
電

子
証
明
書
の
更
新
・
暗
証
番
号
の
再
設
定
は
受

け
付
け
ま
す
。

▼
交
付
場
所　
役
場
１
階　
住
民
課

�

問
住
民
課　
窓
口
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
６
２
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
カ
ー
ド

休
日
交
付
専
用
窓
口
開
設

そ
　
の
　
他

▼
活
動
日　
６
月
６
日
㈯

▼
場
所　
奥
多
摩　
高
水
三
山

▼
対
象　
75
歳
以
下
の
方
、
８
ｋｍ
歩
け
る
方

▼
内
容

　
奥
多
摩
で
の
体
験
登
山
。
我
孫
子
駅
か
ら
貸
し

切
り
バ
ス
で
往
復
。
帰
路
に
日
帰
り
温
泉
入
浴
。

湖
北
山
の
会
参
加
者
募
集

～
一
緒
に
『
広
報
と
ね
』
を
作
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？
～

　
あ
な
た
が
見
つ
け
た
新
た
な
魅
力
を
『
広
報
と

ね
』
に
掲
載
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　
広
報
活
動
に
興
味
の
あ
る
方
や
、
将
来
レ
ポ
ー

タ
ー
を
目
指
し
て
い
る
方
な
ど
、
誠
意
を
も
っ
て

活
動
で
き
る
方
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

▼�

対
象
者　

・
広
報
活
動
に
関
心
が
あ
り
、
意
欲
的
に
取
り
組

　
む
こ
と
が
で
き
る
方

・
満
15
歳
以
上
の
方
（
た
だ
し
、中
学
生
は
除
く
）

・
電
子
メ
ー
ル
で
原
稿
を
提
出
で
き
る
方

・
取
材
時
に
使
用
す
る
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
な
ど
の

　
基
本
操
作
が
で
き
る
方

▼�

募
集
組
数　
２
組
（
２
～
３
名
の
グ
ル
ー
プ
ま

た
は
個
人
で
の
参
加
も
可
）

※
募
集
組
数
に
達
し
次
第
、
締
め
切
り
ま
す
。

▼
申
し
込
み
方
法　
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

　

�

し
、
役
場
総
務
課
ま
で
郵
送
ま
た
は
持
参
く
だ

さ
い
。

※�

申
込
書
は
、
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
な
お
、
提
出
書
類
は
返

却
し
ま
せ
ん
。

▼�

そ
の
他　
広
報
レ
ポ
ー
タ
ー
の
方
に
は
、
ポ
ロ

シ
ャ
ツ
を
支
給
し
ま
す
。

問
総
務
課　
秘
書
広
聴
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
３
１
４
）

広
報
レ
ポ
ー
タ
ー
募
集

▼
必
要
な
免
許
・
資
格

　
介
護
支
援
専
門
員
資
格
、
普
通
自
動
車
免
許

▼
年
齢　
不
問

▼
任
用
期
間　
11
月
1
日
～
令
和
９
年
3
月
31
日

※�

11
月
2
日
以
降
か
ら
の
勤
務
を
希
望
す
る
場
合

は
応
相
談

※�

勤
務
成
績
に
よ
り
翌
年
度
継
続
の
可
能
性
あ
り

▼�

業
務
内
容　
介
護
予
防
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
業
務
並

び
に
訪
問
お
よ
び
窓
口
に
お
け
る
相
談
業
務

▼
報
酬　

　
時
給
額　
１
８
４
８
円
（
昇
給
あ
り
）

　

�

期
末
・
勤
勉
手
当　
４
・
6
５
月
分
（
令
和
7

年
度
実
績
）

▼
通
勤
手
当　
通
勤
距
離
に
応
じ
て
支
給

▼�

加
入
保
険　
雇
用
保
険
・
共
済
組
合
保
険
・
厚

生
年
金
保
険
・
非
常
勤
公
務
災
害
保
険

▼
勤
務
日　
週
4
日
（
月
～
金
の
う
ち
）

▼
勤
務
時
間　
午
前
9
時
か
ら
午
後
4
時
30
分

▼
休
日　
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始

▼
そ
の
他
休
暇　
年
次
有
給
休
暇
あ
り

▼�

応
募
方
法
：
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
応
募
し
、
紹
介

状
の
交
付
を
受
け
て
か
ら
、
福
祉
課
介
護
予
防

係
に
連
絡
の
上
、
履
歴
書
（
写
真
付
き
）
と
紹

介
状
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
後
日
、
書
類
選

考
結
果
を
連
絡
い
た
し
ま
す
。

問
福
祉
課　
介
護
予
防
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
３
０
）

▼
参
加
費　
年
会
費
７
５
０
０
円
（
往
復
の
貸
し

　
切
り
バ
ス
代
お
よ
び
入
浴
代
）

▼
定
員　
５
名

▼
申
し
込
み
期
限　
５
月
２４
日
㈰

問
津
久
井　
☎
０
８
０
‐
９
２
６
６
‐
７
３
７
８

凡例＝問問い合わせ /　申し込み

そ

　の

　他

　
家
族
の
中
に
精
神
障
害
の
当
事
者
を
持
つ
父
母

や
兄
弟
な
ど
が
集
ま
っ
て
、
毎
月
1
回
「
家
族
を

支
え
る
会
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。「
支
え
る
会
」

は
家
族
や
親
族
だ
け
が
参
加
で
き
る
会
で
、
安
心

し
て
悩
み
を
話
し
合
い
、
多
く
の
参
考
意
見
が
聞

け
る
場
で
す
。
時
に
は
専
門
家
を
講
師
に
迎
え
て

医
療
や
福
祉
制
度
に
つ
い
て
の
勉
強
も
し
ま
す
。

　
事
前
の
申
し
込
み
は
不
要
で
す
の
で
、
初
め
て

参
加
さ
れ
る
方
も
気
軽
に
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

▼�

日
時
　

　
5
月
10
日
㈯
　
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

▼�

場
所
　
龍
ケ
崎
市
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
　
大
会

議
室
（
龍
ケ
崎
市
馴
馬
町
２
４
４
５
）

▼�

対
象
地
区
　
利
根
町
・
龍
ケ
崎
市
・
稲
敷
市
・

河
内
町
・
つ
く
ば
市
・
そ
の
ほ
か

▼�

主
催
　
龍
ケ
崎
地
方
家
族
会
（
ピ
ア
・
か
た
つ

む
り
）

龍
ケ
崎
地
方
家
族
会
（
ピ
ア
・
か
た
つ

む
り
）
定
例
会

　
２
月
26
日
、
日
本
赤
十
字
社
茨
城
支
部
よ
り
、

災
害
援
護
用
の
車
両
が
配
備
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

車
両
は
、
地
域
の
災
害
救
援
へ
の
対
応
や
、
被
災

者
へ
救
援
物
資
の
配
達
、
ま
た
赤
十
字
事
業
の
推

進
活
動
に
役
立
て
て
い
き
ま
す
。

問
福
祉
課
　
社
会
福
祉
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
２
２
）

赤
十
字
救
援
車
両
が
配
備
さ
れ
ま
し
た

　
私
有
地
か
ら
草
木
な
ど
が
道
路
や
歩
道
に
は
み

出
し
て
い
る
と
、
道
幅
が
狭
く
な
り
、
通
行
の
妨

げ
に
な
る
と
と
も
に
、
歩
行
者
や
車
両
を
巻
き
込

む
事
故
に
つ
な
が
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　
私
有
地
か
ら
道
路
上
に
は
み
出
し
た
草
木
の
所

有
権
は
、
そ
の
土
地
の
所
有
者
に
あ
る
た
め
、
町

で
伐
採
や
剪
定
な
ど
の
対
応
を
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。（
民
法
２
３
３
条
）

　
私
有
地
か
ら
は
み
出
し
た
草
木
な
ど
が
原
因
で

事
故
な
ど
が
発
生
し
た
場
合
は
、
そ
の
所
有
者
の

道
路
上
に
は
み
出
し
た
草
木
な
ど
の

適
切
な
管
理
を

問
龍
ケ
崎
地
方
家
族
会
会
長

　
竹
之
内
　
☎
０
９
０
‐
１
６
１
４
‐
２
３
７
１

方
が
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（
民
法
７
１
７
条
）

　
み
だ
り
に
道
路
を
損
傷
し
、
汚
損
し
て
は
い
け

ま
せ
ん
。
み
だ
り
に
道
路
に
土
石
、
竹
木
な
ど
の

物
件
を
た
い
積
し
、
そ
の
他
道
路
の
構
造
ま
た
は

交
通
に
支
障
を
お
よ
ぼ
す
行
為
を
行
わ
な
い
で
く

だ
さ
い
。（
道
路
法
４3
条
）

　
道
路
の
安
全
確
保
と
快
適
な
利
用
の
た
め
、
伐

採
や
剪
定
な
ど
を
行
い
、
適
切
な
管
理
を
お
願
い

し
ま
す
。

問
建
設
課
　
管
理
用
地
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
２
２
２
）　

　『
介
護
者
の
つ
ど
い
』
は
、
介
護
者
同
士
が
集

ま
り
、
毎
月
第
２
水
曜
日
に
開
催
し
て
い
ま
す
。

座
談
会
や
食
事
会
な
ど
を
通
し
て
情
報
交
換
を
行

い
、
お
互
い
の
交
流
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
利
根
町
社
会
福
祉
協
議
会
と
の
共
催
で

日
帰
り
旅
行
や
新
年
会
な
ど
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
企

画
も
あ
り
ま
す
の
で
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼�

日
時
　
５
月
1４
日
㈬
　
午
後
１
時
30
分

▼
場
所
　
利
根
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
内
容
　�

懇
談
会

▼
参
加
費
　
無
料
（
申
し
込
み
不
要
）

※
イ
ベ
ン
ト
時
は
実
費
負
担
あ
り

問
利
根
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
３
０
）　

介
護
者
の
つ
ど
い

　
県
内
の
医
療
機
関
窓
口
で
お
支
払
い
を
さ
れ

た
、
医
療
福
祉
費
支
給
制
度
（
マ
ル
福
）
自
己
負

担
金
に
つ
い
て
、
次
の
日
程
で
の
お
振
り
込
み
を

予
定
し
て
い
ま
す
。

▼
振
込
予
定
日
　
４
月
2５
日
㈮

▼
償
還
対
象
診
療
月
　
11
月
～
1
月
診
療
分

▼
通
帳
記
帳
　「
マ
ル
フ
ク
ジ
コ
フ
タ
ン
」

▼
償
還
対
象

・�

外
来
自
己
負
担
金
　
妊
産
婦
、
小
児
、
ひ
と
り

親
家
庭
の
方
（
全
員
）

・�

入
院
自
己
負
担
金
　
年
齢
が
０
歳
～
18
歳
の
方

※�

振
り
込
み
日
よ
り
前
に
、
お
届
け
さ
れ
て
い
る

振
込
口
座・名
義
な
ど
を
変
更
さ
れ
た
場
合
は
、

振
り
込
み
不
能
と
な
り
ま
す
。

※
領
収
書
は
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

▼�

問
い
合
わ
せ
　
保
険
年
金
課
　
医
療
年
金
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
７
６
）

外
来
・
入
院
自
己
負
担
金
振
込
予
定
日
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